
市発注の工事請負契約及び業務委託契約に係る 

支払賃金の抜き取り調査（令和６年度） 

１ 概要 

本調査は市発注の工事請負契約及び主に労働集約型の業務委託において、当該

業務に従事する労働者（工事契約は公共工事設計労務単価で区分されている５１

職種に該当する労働者）に支払われる賃金状況を把握するため、Ｈ２３年度から

実施している。 

「市が発注する工事及び業務委託に従事する労働者の賃金実態について、毎年、

数件程度の抜き取り調査を行い、その結果を公表する」ことにより、従事者の賃

金水準に対する市の姿勢を明示し、受注者の自発的な行動を促す、牽制効果を期

待している。 

２ 労働者の範囲 

本市の契約において、受注者等に雇用され、専ら当該工事や業務に従事するす

べての者、労働者派遣法の規定に基づき受注者等に派遣され専ら当該工事や業務

に従事するすべての者及び請負労働者で専ら当該工事や業務に従事するすべて

の者 

工 事 公共工事設計労務単価で区分されている５１職種に該当する労働者 

業務委託 本市の施設で直接業務に従事する労働者 

３ 支払賃金 

受注者等が適用労働者に支払う賃金の総額のうち，次の賃金・手当等の合計額 

を１時間当たりの賃金に換算した額 (支払対象調査期間：１カ月間) 

工  事 

基本給＋基準内手当＋臨時の給与＋実物給与の合計額を１時間当た

りの賃金に換算した額 

※ 各手当等の取扱いは公共事業労務費調査連絡協議会の「公共事

業労務費調査の手引き」に準じている 

業務委託 

最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める手当等の区分による所定

内給与のうち、基本給と諸手当の合計額を１時間当たりの賃金に換算

した額 



４ 調査対象 

○工事請負契約 

調査対象は、受注者の自律的な賃金水準是正への牽制効果を期待し、非公表 

とするが、令和６年度は高額案件を中心に抽出を行った。 

【過去 10 年の抽出状況】 

区分
予定価格

（税込）
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 

土
木
一
式
工
事

３億円以上 4 8 7 8 6 4 7 9 8 7 

２億円以上

３億円未満
1   1 1 6 8 3 5 3 

１億円以上

２億円未満
2       4 2 

建
築
一
式
工
事

３億円以上 3 4 3 4 8 2  2 1 2 

２億円以上

３億円未満
   1 1 3 3 3 6 7 

１億円以上

２億円未満
     2  1 1 

その他 1 7 10 6 7 8 6 10 10 11 
計 件   数 11件 19件 20件 20件 23件 25件 24件 32件 33件 30件

従 事 者
203
名

234
名

184
名

173 
名

322 
名

396 
名

340 
名

454 
名

478 
名

371 
名

当初契約額

計

約 63 

億円

約 143 

億円

約 155 

億円

約 155 

億円

約 184 

億円

約 185 

億円

約 148 

億円

約 162 

億円

約 150 

億円

約 230 

億円

発注金額に

占める割合
約 15％ 約 36％ 約 43％ 約 47％ 約 56％ 約 56％ 約 49％ 約 51％ 約 58％ 約 88％



○業務委託 

業務委託においても、調査対象とする基準等は非公表を前提とし、概ね年

額５００万円以上の労働集約的な業務委託契約（清掃・施設管理等）につい

て、受託者の事務的負担に配慮して無理のない範囲で、毎年度調査対象とし

ている。 

【過去 10 年の抽出状況】 

区分 

予定価

格 

（税込）

Ｈ 

27 

Ｈ 

28 

Ｈ 

29 

Ｈ 

30 

Ｒ 

元 

Ｒ 

２ 

Ｒ 

３ 

Ｒ 

４ 

Ｒ 

５ 

Ｒ 

６ 

施設の 

清掃 

１千万

円 

以上 

２ ２ 18 19 18 18 18 16 15 16 

１千万

円 

未満 

２ 16 ３ １ ２ ２ ２ ４ ４ ３ 

施設の 

運用・管理

１千万

円 

以上 

６ - １ ４ ５ ６ ６ ６ ７ ７ 

１千万

円 

未満 

- - - - - - - - - - 

汚泥処理

１千万

円 

以上 

- - - - - - - - １ １ 

１千万

円 

未満 

- - - - - - - - １ - 

公園維持

管理 

１千万

円 

以上 

- - - - - - - - - １ 

１千万

円 

未満 

- - - - - - - - - １ 

計 

件 数

（件） 
10 18 22 24 25 26 26 26 28 29 

従事者

（名） 
141 94 130 189 154 167 182 199 176 188 



５ 調査結果 

 ○工事 

・支払賃金の平均額は前年度より６％程度上昇したが、設計労務単価の上昇

には追い付いていない状況である。引き続き設計労務単価の引き上げやイ

ンフレスライドの適用などによる効果を注視していきたい。 

・職種によって支払賃金の平均額と設計労務単価の差にばらつきがあるため、

今後の調査で注視していくこととする。 

     平均：２，２０９円    ７５．０％ 

（参考：平均の設計労務単価 ２，９４４円） 

      最高：ガラス工      ２０５．７％ 

      最低：山林工砂防工     ３９．８％ 

（令和５年度の実績） 

平均：１，９８７円    ６７．６％ 

（参考：平均の設計労務単価 ２，９３９円） 

      最高：内装工      １００．９％ 

      最低：はつり工      ４６．４％ 

※金額は、各職種の従事者による加重平均。 

○業務委託 

・すべての労働者の賃金は、県の最低賃金（９３１円）以上となっている。 

・平均時給は１，０８３円で、県の最低賃金と比べ１５２円上回っている。 

・令和５年度の平均時給との比較では８４円の上昇で、県の最低賃金の上昇

額４１円と比較し、高水準で推移しており、適正な範囲と考えられる。 

最高：２，３０４円   最低：９３１円  

（令和５年度の実績） 

平均時給は９９９円で、県の最低賃金（８９０円）と比べ、１０９円上

回る。 

最高：２，２５５円   最低：８９０円  



支払賃金の抜き取り調査結果（工事　職種別）

／労務単価
労務単価
との差額

／労務単価
労務単価
との差額

／労務単価
労務単価
との差額

1 特殊作業員 4 2,320 80.3% △ 568 3,031 105.0% 143 1,775 61.5% △ 1,113 2,888

2 普通作業員 111 2,097 82.1% △ 457 11,397 446.2% 8,843 1,151 45.1% △ 1,403 2,554

3 軽作業員 1 1,578 64.1% △ 885 1,578 64.1% △ 885 1,578 64.1% △ 885 2,463

6 とび工 28 2,248 67.6% △ 1,078 4,009 120.6% 683 1,378 41.4% △ 1,948 3,326

9 電工 12 2,370 80.6% △ 571 3,465 117.8% 523 1,757 59.7% △ 1,185 2,942

10 鉄筋工 31 2,296 74.4% △ 792 3,429 111.0% 341 1,743 56.4% △ 1,345 3,088

12 塗装工 15 1,954 55.2% △ 1,584 2,572 72.7% △ 966 1,500 42.4% △ 2,038 3,538

13 溶接工 5 2,137 67.8% △ 1,013 2,981 94.6% △ 169 1,554 49.3% △ 1,596 3,150

14 運転手（特殊） 22 2,413 78.3% △ 669 5,597 181.6% 2,515 1,279 41.5% △ 1,803 3,082

15 運転手（一般） 8 1,735 66.5% △ 873 2,178 83.5% △ 430 1,333 51.1% △ 1,275 2,608

19 トンネル特殊工 1 4,514 79.4% △ 1,174 4,514 79.4% △ 1,174 4,514 79.4% △ 1,174 5,688

20 トンネル作業員 7 3,277 97.1% △ 97 3,991 118.3% 617 2,169 64.3% △ 1,205 3,374

23 橋りょう塗装工 12 4,546 84.4% △ 842 6,476 120.2% 1,088 2,416 44.8% △ 2,972 5,388

25 土木一般世話役 3 1,808 63.3% △ 1,047 2,075 72.7% △ 780 1,438 50.4% △ 1,417 2,855

28 潜水士 2 4,157 78.6% △ 1,131 4,240 80.2% △ 1,048 4,075 77.1% △ 1,213 5,288

31 山林砂防工 2 1,591 39.8% △ 2,409 1,663 41.6% △ 2,337 1,519 38.0% △ 2,481 4,000

33 型わく工 10 1,725 58.6% △ 1,221 2,286 77.6% △ 660 1,166 39.6% △ 1,780 2,946

34 大工 5 2,600 74.8% △ 875 3,288 94.6% △ 187 1,875 54.0% △ 1,600 3,475

35 左官 4 2,161 67.0% △ 1,065 2,522 78.2% △ 703 1,843 57.1% △ 1,382 3,225

36 配管工 4 2,251 72.6% △ 849 2,523 81.4% △ 577 1,909 61.6% △ 1,191 3,100

38 防水工 7 2,188 64.6% △ 1,200 2,920 86.2% △ 468 1,563 46.1% △ 1,825 3,388

39 板金工 4 2,703 74.8% △ 910 2,750 76.1% △ 863 2,587 71.6% △ 1,026 3,613

41 サッシ工 3 2,140 53.5% △ 1,860 2,288 57.2% △ 1,712 1,921 48.0% △ 2,079 4,000

43 内装工 13 1,859 51.3% △ 1,766 3,128 86.3% △ 497 1,133 31.3% △ 2,492 3,625

44 ガラス工 6 6,892 205.7% 3,542 9,601 286.6% 6,251 1,655 49.4% △ 1,695 3,350

45 建具工 2 2,136 73.3% △ 777 2,272 78.0% △ 641 2,000 68.7% △ 913 2,913

49 設備機械工 3 1,944 55.7% △ 1,544 2,051 58.8% △ 1,437 1,831 52.5% △ 1,657 3,488

50 交通誘導員Ａ 8 1,137 52.9% △ 1,013 1,197 55.7% △ 953 1,106 51.4% △ 1,044 2,150

51 交通誘導員Ｂ 38 1,119 61.7% △ 696 1,386 76.3% △ 430 1,050 57.8% △ 766 1,816
平均（注２） 平均（注２）

2,209 75.0% △ 735 2,944
注１：契約年度の労務単価で比較し、職種が複数年度にある場合は加重平均した単価で比較している

注２：加重平均

最　高　額 最　低　額 労務単価
（１時間当
たり換算）

（注１）

371計

職　　種 人数
平　均　額



支払賃金の抜き取り調査結果（業務委託）

案件名
従事者
(人)

業務内容
時給
(円)

平均時給
（円）

新潟県最低賃金
（時給）

施設の清掃　Ａ社 3 清掃 931 931

施設の清掃　Ｂ社 5 清掃 931～1,000 945

施設の清掃　Ｃ社 3 清掃 950 950

施設の清掃　Ｄ社 6 清掃 931 931

施設の清掃　Ｅ社 8 清掃 931 931

施設の清掃　Ｆ社 3 清掃 966～969 967

施設の清掃　Ｇ社 4 清掃 940～1,420 1,060

施設の清掃　Ｈ社 2 清掃 940 940

施設の清掃　Ｉ社 6 清掃 931～1,291 1,006

施設の清掃　Ｊ社 7 清掃 940 940

施設の清掃　Ｋ社 15 清掃 931 931

施設の清掃　Ｌ社 5 清掃 940 940

施設の清掃　Ｍ社 5 清掃 1,000～2,289 1,327

施設の清掃　Ｎ社 8 清掃 1,000～1,627 1,128

施設の清掃　Ｏ社 4 清掃 940～970 948

施設の清掃　Ｐ社 3 清掃 950 950

施設の清掃　Ｑ社 9 清掃 931～1,703 1,201

施設の清掃　Ｒ社 5 清掃 931～1,259 997

施設の清掃　Ｓ社 7 清掃 1,011～1,492 1,231

施設の管理　Ｔ社 10 施設管理 950～980 953

施設の管理　Ｕ社 3 警備 931 931

施設の管理　Ｖ社 6 施設管理 959～1,069 995

施設の管理　Ｗ社 7 警備 931～936 932

施設の管理　Ｘ社 10 警備 940～1,259 1,034

施設の管理　Ｙ社 9 施設管理 980～1,434 1,089

施設の管理　Ｚ社 4 施設管理 1,206～2,304 1,689

施設の管理　AA社 4 汚泥処理 1,551～1,820 1,689

施設の管理　BB社 21 維持管理 991～1,613 1,224

施設の管理　CC社 6 維持管理 1,139～1,952 1,536

計 188 平均 1,083

 931円
（R6年6～9月支払

時）


